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ご
み
集
積
所
を
設
置
す
る
場
合

は
、
住
民
の
代
表
者
が
町
長
に
申
請

書
を
提
出
し
ま
す
（
ご
み
集
積
所
を

移
転
、
廃
止
す
る
と
き
も
同
様
で

す
）。
町
長
は
、申
請
に
基
づ
き
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
集
積
所
と
し

て
指
定
し
ま
す
。
ご
み
集
積
所
は
利

用
者
が
設
置
し
、
自
ら
の
責
任
で
管

理
し
、
清
潔
の
保
持
に
努
め
ま
す
。
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公
共
の
場
所
や
、
他
人
が
占
有
・

管
理
す
る
場
所
へ
の
ご
み
の
ポ
イ
捨

て
を
禁
止
し
ま
す
。
町
長
は
、
違
反

し
た
者
に
対
し
て
改
善
を
命
令
し
ま

す
。
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犬
や
そ
の
他
飼
育
を
目
的
と
し
た

動
物
の
飼
い
主
は
、
当
該
飼
い
犬
等

が
公
共
の
場
所
や
、
他
人
が
占
有
・

管
理
す
る
場
所
に
ふ
ん
を
排
せ
つ
し

た
場
合
は
、
ふ
ん
を
持
ち
帰
る
な
ど

適
正
な
処
理
に
努
め
、
当
該
飼
い
犬

等
の
ふ
ん
の
放
置
を
禁
止
し
ま
す
。

町
長
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
改

善
を
命
令
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

公
衆
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
場
所

へ
の
落
書
き
を
禁
止
し
ま
す
。
町
長

は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
改
善
を

命
令
し
ま
す
。
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歩
行
中
ま
た
は
自
転
車
で
走
行
す

る
時
は
、
喫
煙
を
禁
止
し
ま
す
。
ま

た
屋
外
で
喫
煙
す
る
場
合
は
、
灰
皿

が
設
置
し
て
あ
る
場
所
で
、
も
し
く

は
携
帯
用
吸
い
殻
入
れ
を
持
っ
て
喫

煙
し
ま
す
。
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自
動
販
売
機
を
設
置
し
、
ま
た
は

こ
れ
に
よ
り
飲
食
物
を
販
売
す
る
者

は
、
当
該
自
動
販
売
機
の
付
近
に
回

収
容
器
を
設
置
す
る
な
ど
、
飲
食
物

の
容
器
の
散
乱
の
防
止
に
努
め
ま

す
。
ま
た
回
収
容
器
を
設
置
し
た
者

は
、
適
正
な
管
理
に
努
め
ま
す
。
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の
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
、
平
泉
の

美
し
い
景
観
を
守
り
、
そ
し
て
後
世

に
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

そ
こ
で
廃
棄
物
の
減
量
、
適
正
処

理
、
地
域
の
環
境
美
化
向
上
を
促
進

し
、
清
潔
で
美
し
い
ま
ち
を
つ
く
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
し
た
も
の

で
す
。
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町
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
減
量
と
適
正

処
理
の
推
進
、
環
境
美
化
向
上
に
関

す
る
施
策
を
策
定
し
、
町
民
等
、
事

業
者
の
意
識
啓
発
を
図
る
と
と
も
に

施
策
を
実
施
し
ま
す
。
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町
民
等
は
、
廃
棄
物
の
減
量
と
適

正
処
理
を
図
り
、
空
き
缶
な
ど
の
散

乱
防
止
に
努
め
な
が
ら
、
町
が
実
施
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平
泉
町
の
廃
棄
物
処
理
に
つ
い
て

は
、平
成　

年
度
に
設
立
さ
れ
た「
一

18

関
地
区
広
域
行
政
組
合
」（
一
関
市
、

平
泉
町
、
藤
沢
町
の
１
市
２
町
で
構

成
）で
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
不
法
投
棄
、
ポ
イ
捨
て
等
に

つ
い
て
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の

対
策
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
民
等
（
観
光
客
を
含
む
）、
事
業

者
、
町
が
さ
ら
な
る
連
携
を
図
り
、

世
界
に
誇
れ
る
国
際
観
光
地
と
し
て

す
る
施
策
に
協
力
し
ま
す
。
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事
業
者
は
、
廃
棄
物
の
減
量
と
適

正
処
理
を
図
り
、
空
き
缶
な
ど
の
散

乱
防
止
に
努
め
な
が
ら
、
町
が
実
施

す
る
施
策
に
協
力
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
ご
み

に
つ
い
て
は
、
町
が
定
め
た
分
別
基

準
、
排
出
方
法
に
よ
り
ご
み
集
積
所

に
排
出
し
ま
す
。
ま
た
事
業
所
か
ら

排
出
さ
れ
る
ご
み
に
つ
い
て
は
、
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
処
理
し
ま
す
。

た
だ
し
分
別
、
排
出
方
法
は
、
一
般

家
庭
と
同
様
に
分
類
し
ま
す
。
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住
民
が
分
別
し
、
ご
み
集
積
所
に

排
出
さ
れ
た
資
源
ご
み
の
所
有
権

は
、
町
に
帰
属
し
ま
す
（
町
の
所
有

と
な
り
ま
す
）。
こ
の
場
合
、町
が
許

可
し
て
い
る
業
者
以
外
の
者
は
、
当

該
資
源
物
の
収
集
ま
た
は
運
搬
を
禁

止
し
ま
す
。
町
長
は
、
違
反
し
た
者

に
対
し
て
改
善
を
命
令
し
ま
す
。
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�一斉清掃の実施
�有価物集団回収事業の推進
�環境月間（６月）での取り
　組み強化

����

�広報等による情報掲載
�各種パンフレット等へ
　の掲載
�ポイ捨て禁止看板の設
　置

����
�ごみ分別講習会の開催
�リサイクルプラザ見学
　会の開催
�各種説明会等の開催
�事業所のごみ分別指導

����

きれいに整備された町道毛越寺線

7 �� ������
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　19年の所得が大幅に減少したため、19年分の所得
税が課税されなくなった人
���������	
	��

①19年中に死亡した人
②海外に転出して20年１月１日現在、国内に居住し
　ていない人

③寄付金控除、医療費控除など人的控除以外の控除
　額が増加したり、住宅ローン控除などによって所
　得税が課税されなくなった人
�����

　19年度個人住民税のみです。（20年度以降は対象と
なりません）
※すでに納付済みの場合は、還付されます。
�������

�����７月１日（火）～31日（木）
������19年１月１日現在の住所地の市町村
�����住民税減額申告書
��������税務課　�46-5563

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
前
に
、
社
会

保
険
等
の
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
等
の
保
険
者
か
ら
の
情

報
提
供
に
よ
り
、激
変
緩
和
措
置
の
対
象
と
な
り
、

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
平
成　

年
度
の
保
険

20

料
は
年
額
１
７
０
０
円
に
な
り
ま
す
）。
た
だ
し
、

保
険
者
か
ら
の
情
報
提
供
が
遅
れ
た
場
合
、
通
常

の
算
定
に
よ
る
納
付
書
等
が
送
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
役
場
町
民

福
祉
課
へ
の
申
請
に
よ
り
、
被
用
者
保
険
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
保
険
料

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

社
会
保
険
、
健
康
保
険
組
合
、
船
員
保
険
、
共

済
組
合
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
で
、
年
額
１
７

０
０
円
を
超
え
る
額
の
通
知
が
届
い
た
方
は
、
役

場
町
民
福
祉
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に

郵
送
さ
れ
ま
す
。
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20年１月１日以前から現存している住宅
（貸家を除く）
��������	
��

��������	
�����������

※ただし、新築軽減、耐震改修に伴う軽減と同時に
　は適用はできません。
��������	
������

①窓の断熱改修工事
　（外気と接するものの工事に限る）

②前記①の改修工事と合わせて行う以下の工事
　ア　床の断熱改修工事　イ　天井の断熱改修工事
　ウ　壁の断熱改修工事（外気と接するものの工事
　　　に限る）
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に
　新たに適合することが必要です。
�����

　減額措置の適用を受けようとする場合は、工事完
了後３カ月以内に次の書類を税務課までご提出くだ
さい。
①省エネ改修に伴う住宅（減額）申告書
②登録された建築士事務所に属する建築士、指定確
　認検査機関、または登録住宅性能評価機関が作成
　する「熱損失防止改修工事証明書」
③工事内容や金額を示す工事明細書・領収書
��������税務課　�46-5563
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